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１
　
所
在
地
　
　
　
奈
良
県
橿
原
市
高
殿
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
四
年
（昭
５９
）
四
月
を

一
〇
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
鳥
藤
原
宮
跡
発
掘
調
査
部

４
　
調
査
担
当
者
　
狩
野
　
久

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
殿

。
官
衛
跡

６
　
迫退
跡
の
年
代
　
七
世
紀
末
ｉ
八
世
紀
初
頭

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

本
調
査
は
狭
年
来
計
画
的
に
行

っ
て
い
る
東
方
官
衝
地
域
調
査
の
一
環
で
あ

る
。
場
所
は
大
極
殿
の
東
北
で
、
内
裏
外
郭
塀
の
東
約
四
〇
ｍ
、
官
東
面
大
垣

の
西
方
二
二
〇
ｍ
に
当
り
、
面
積
は
一
二
六
〇
ド
で
あ
る
。

検
出
し
た
主
な
遺
構
は
、
約

一
二

・
七
ｍ
離
れ
て
平
行
す
る
二
条
の
掘
立
柱

東
西
塀
で
、
長
さ
五
〇
ｍ
以
上
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
東
端
で
南
と
北
に
Ｌ
字
状
に

曲
が
り
発
掘
区
外
に
延
び
る
。
こ
の
塀
は
南
北
二
つ
の
官
行
ブ
ロ
ッ
ク
を
区
画

す
る
塀
と
み
ら
れ
、
北
塀
の
北
と
南
塀
の
南
が
官
衛
内
で
あ
り
、
両
塀
の
間
は

通
路
で
あ
ろ
う
。
こ
の
種
の
塀
と
し
て
は
官
内
で
初
め
て
検
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
両
塀
の
西
端
は
内
裏
外
郭
付
近
の
南
北
溝
ま
で
達
す
る
と
み
ら
れ
、
東
面

北
門
を
通
る
官
内
東
西
道
路
と
の
関
係
か
ら
み
て
、
北
官
行
ブ
ロ
ッ
ク
は
一
辺

約
八
〇
ｍ
の
正
方
形
に
近
い
区
画
が
想
定
で
き
る
。

こ
の
他
の
遺
構
と
し
て
は
、
平
安
時
代
の
小
規
模
建
物
や
塀

・
井
戸
、
古
墳

時
代
の
、
角
柱
を
用
い
、
棟
持
柱
を
持
つ
総
柱
建
物
や
溝
等
が
あ
る
。

遺
物
は
、
瓦

・
須
恵
器
ミ
ニ
チ
ュ
ア
杯

。
緑
釉
陶
器

・
新
羅
土
器

・
墨
書
土

器

・
滑
石
製
石
鍋

。
銭
貨

（神
功
開
宝
）
等
が
あ
る
。
墨
書
土
器
は
平
安
時
代
初

頭
の
井
戸
か
ら
の
出
上
で
、
「
開
口
」
「
開
口
」
「
家
」
等
の
文
字
が
あ
る
。

木
簡
は
北
官
衡
ブ
ロ
ッ
ク
の
東
西
塀
の
三
個
の
柱
掘
形
中
か
ら
三
点
、
東
西

塀
よ
り
古
い
七
世
紀
後
半
の
土
羨
中
か
ら

一
点
出
土
し
た
。
掘
形
中
の
も
の
は

断
片
や
削
屑
で
、
う
ち

一
点
は
全
く
判
読
で
き
な
い
。
土
羨
出
上
の
も
の
は
長

さ
四
五

・
五
伽
、
幅
四

。
二
釦
あ
り
、
表
裏
に
墨
痕
が
あ
る
が
、
腐
蝕
が
甚
し

く
、
判
読
不
能
で
あ
る
。
釈
文
は
判
読
可
能
の
二
点
の
み
を
掲
げ
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
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